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電子申請・届出システムについて 

 

1. 電子申請・届出システムとは 

「規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）」において、「介護サービスに係る指定及

び報酬請求（加算届出を含む）に関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公

共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地

方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請・届出

システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとする

ための所要の法令上の措置を講ずる」としており、令和７年度までに全ての地方公共団体で

電子申請・届出システムを利用開始することとなりました。 

 

「電子申請・届出システム」は、申請・届出の内容を直接入力できるとともに、必要書類を

添付することができるため、業務負担の軽減が期待されます。 

 

2. 受付可能な申請・届出 

・新規指定申請 

・変更届出 

・指定更新申請 

・再開届出 

・廃止・休止届出 

・指定辞退届出 

・加算に関する届出 

 

3. システムの利用準備 

G ビズ ID 

電子申請届出システムの利用にあたっては、Gビズ ID の取得が必要です。Gビズ ID を持って

いない事業所は、Gビズ ID 取得の手続きが必要ですので、以下のデジタル庁のホームページ

から取得してください。 

G ビズ ID には「プライム」「メンバー」「エントリー」の 3種類ありますが、電子申請届出

システムを利用できるのは「プライム」「メンバー」のみとなります。 

 

G ビズ ID ホームページ：https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

4. 利用開始 

令和７年４月１日より電子申請・届出システムでの申請受付を開始いたします。 

原則、システムでの受付とさせていただきますが、やむを得ない事情がある場合、紙媒体での提出

も可能です。 
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5. 掲載場所 

小山市ホームページ「介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について」 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/kaigo/jigyousha/page008679.html 

 

ホーム> 健康・福祉・介護> 介護> 介護保険事業者> 介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請

届出システム」について 

 

6. 問い合わせ先 

 

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所 

高齢生きがい課 高齢支援係 

TEL：0285-22-9541 

 

総合事業サービス事業所・介護予防支援事業所 

高齢生きがい課 地域支援係 

TEL：0285-22-9616 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/kaigo/jigyousha/page008679.html

